
 
 
 

厚生労働省から、「インターネット等を介した eラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等

の実施について（令和 3年基安安発 0125第２号ほか）」という通達が公表されています。 

 

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 59条第３項に規定する安全又は衛生のための特別

の教育（以下「特別教育」という。）に係る当面の考え方については、令和２年３月 26 日付け基安安発 0326 第１号、

基安労発 0326第２号、基安化発 0326第１号「インターネット等を介した eラーニングにより行われる特別教育の当

面の考え方等について」（以下「特別教育通達」という。）により示されていますが、特別教育以外の厚生労働省がカリ

キュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修（以下「安全衛生教育等」という。）について

もインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等（以下「ｅラーニング等」と

いう。）を実施する動きが認められています。 

 

この状況を踏まえ、今般、安全衛生教育等を eラーニング等により実施することについて、下記のとおり基本的な考え

方及び留意事項を示すこととなりました。 

なお、この通達をもって、特別教育通達は廃止されることになりました。 

 

１：基本的な考え方 

労働災害を防止するためには、作業に就く労働者に対し、必要な安全衛生教育等を適切に実施することが極めて重要で

あることから、法では、新規雇入れ時のほか、作業内容変更時においても安全衛生教育を行うべきことを定め、また、

危険・有害業務に就く者に対する特別の教育や職長等の現場監督者、その他事業場の安全衛生担当者等に対する安全衛

生教育等を行うべきことを定めている。 

 

近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することへのニーズが高まって

いるが、eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合においても、対面による方法と同等の教育効果を担保するた

め、安全衛生教育等の実施者は、記の２に掲げる事項に留意する必要がある。 

 

２：eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合の留意事項 

eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合であっても、法定の科目の範囲、教育時間及び講師の要件を満たした

上で、教本等必要な教材を用いて行うとともに、以下に留意して実施する必要があること。なお、個別の教育ごとに満

たすべき要件を別表に取りまとめたので、適宜参照すること。 

 

（１）法第 76条第１項の規定による技能講習（以下「技能講習」という。）、労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第

32号）別表第４衛生工学衛生管理者免許の項第１号の都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講

習（以下「衛生工学衛生管理者講習」という。）、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成 30年厚生労働省、国

土交通省、環境省告示第１号）第２条第２項の規定による建築物石綿含有建材調査者講習（以下「建築物石綿含有建材

調査者講習」という。）及び石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等（令和２年厚生労

働省告示第 277号）に基づく分析調査講習（以下「分析調査講習」という。）以外の安全衛生教育等 

 

ア：受講者が受講した事実及び教材の閲覧・視聴等による教育時間が法令で定める教育時間以上であることを、教育

を実施する者が担保する必要があり、具体的には次のような確認方法があること。 

（ア）受講者を１か所に集合させず、例えば、ビデオ会議ツール等を用い、リアルタイムで講師が受講状況を確認

しながら教育を行う方法 

（イ）使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、動画の再生記録やパソコンの操作記録等に基づ

き教育を実施する者が受講状況を確認する方法 

（ウ）上記（ア）及び（イ）のほか、教育時間について、教育を実施する者が合理的に証明できる方法 

 

イ：映像教材又はウェブサイト動画等に出演する講師並びに当該映像教材又はウェブサイト動画等を作成する者及び

監修する者が、いずれも当該教習に関して十分な知識又は経験を有すること。 

 

ウ：受講者からの質疑を受付け、回答できる体制を整えること。 

【労務】eラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について 

 



 

エ：実技による教育又は実地による研修が必要なものについては、講師と同一場所で対面により実施すること。 

 

（２）技能講習、衛生工学衛生管理者講習、建築物石綿含有建材調査者講習及び分析調査講習 

 

ア：技能講習については、法第 77条第２項第３号に規定する業務を管理する者が技能講習の実施状況を把握するこ

とができるよう、登録教習機関が設定した会場に集合して実施し、修了試験を対面により実施すること。また、

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること。 

 

イ：衛生工学衛生管理者講習については、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令（昭

和 47年労働省令第 44号。以下「登録省令」という。）第１条の２の２の２第１項第３号に規定する衛生工学衛

生管理者講習の業務を管理する者が衛生工学衛生管理者講習の実施状況を把握することができるよう、登録衛生

工学衛生管理者講習機関が設定した会場に集合して実施し、修了試験を対面により実施すること。また、受講者

からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること。 

 

ウ：建築物石綿含有建材調査者講習については、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第５条第１項第６号に規定

する建築物石綿含有建材調査者講習事務を管理する者が当該講習の実施状況を把握することができるよう、講習

実施機関が設定した会場に集合して実施し、筆記及び口述による修了考査を対面により実施すること。また、受

講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること。 

 

エ：分析調査講習については、分析調査講習実施機関が当該講習の実施状況を把握することができるよう、分析調査

講習実施機関が設定した会場に集合して実施し、筆記及び口述による修了考査を対面により実施すること。また、

受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること。 

 

 

 

 

 

 

参照ホームページ ［ 厚生労働省 ］ 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210128K0010.pdf 
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